
 

 

 

 

 

 

（公表様式第 6号） 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 旧アメリカ領事館官舎耐震補強他機械設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

１． 令和４年 7月３１日から令和４年 11月３０日までの 122日間の工期延期 

 

契約変更の理由 

   

１． 建築工事において、耐震改修を行うために壁・天井・床等の解体を進めてきたが、当初設計と、

構造部材の位置や寸法の相違、著しい部材の腐食があることが判明し当初設計どおりの施工が困

難となったため、構造補強に関し現状に合わせた修正設計を行う必要が生じた。 

修正設計が完了するまで（令和 3 年 2 月 18 日から令和 3年 5月 31日）工事の施工が不可能な

ため、その期間を工事停止とし、それに伴う工期延長を行う。 

上記に伴い本工事においても工期延長を行う。 

 

 

建築住宅局設備課 

課長 係長 担当 

      


